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☆オンライン知的財産セミナー（最近の商標審判決における
識別力・類否判断の傾向に照らした自社商標保護の図り方） ⑿

Ⅰ　はじめに
ミャンマー連邦共和国（以下「ミャンマー」とい

う）は、人口約5400万人の共和制国家である。イン
ドシナ半島の北西部に位置し、国土は南北に細長く

「エイ」のような形をしており、中国、ラオス、タ
イ、バングラデシュ、インドと接している。ミャン
マーのほぼ中央を、エーヤワディー川が流れている。
ミャンマーの国土の面積は、約68万平方キロメート

ルであり、日本の国土の面積の約1.8倍である。首都
はネーピードー、公用語はミャンマー語（ビルマ語）、
法定通貨はチャットである。民族構成についてみる
と、ビルマ人が約68％と圧倒的に多いが、シャン人、
カレン人、ラカイン人等の少数民族も多い。宗教に
ついては、仏教が約74％、プロテスタントが約６％、
イスラム教が約３％、ヒンドゥー教が約２％を占め
る２。

☆世界の知的財産法
　第60回　ミャンマー ………………………… ⑴
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